
                                ってなあにってなあにってなあにってなあに？？？？    
                                

各分野において識見または経験を有する女性の情報を蓄積し、能力と意欲のある女性が

積極的かつ計画的に登用されることによって、市の政策・方針等決定過程への女性の参画

を促進します。 

 

 

①市内に在住または在勤する 20 歳以上の女性。 

②市政に関心があり、本市の審議会等の委員として活動する意欲がある人。 

※上記 2 つの条件を満たす方。自薦および他薦は問いません。 

 

 

市の政策・方針決定過程となる審議会など（委員会・推進協議会・運営委員会など）の

委員の候補者候補者候補者候補者となります。 

 

 

◆◆◆◆自薦自薦自薦自薦のののの場合場合場合場合    

（１）登録票（別紙様式第１号）に必要事項を記入の上、市（人権施策推進課）へ提出し

ていただきます。 

（２）市は、提出された登録票を確認の上、登録決定通知書を登録希望者へ通知します。 

◆◆◆◆他薦他薦他薦他薦のののの場合場合場合場合    

（１）登録対象者推薦書（別紙様式第 2 号）に必要事項を記入の上、市（人権施策推進課）

へ提出していただきます。 

（２）市は、提出された登録対象者推薦書を確認の上、登録について本人に意思確認を行

います。 

（３）本人の承諾を得られた場合、「登録票」の提出を依頼します。 

（４）市は、提出された登録票を確認の上、決定内容について、登録決定通知書を登録希

望者へ通知します。 
 

         2 年 （更新できます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録者 

かがやきネット 

①登録 

審議会等担当課 

④委員等への就任依頼
情報提供 

②問い合わせ 

③紹介 

目的 

対象者 

具体的な活動内容 

登録の手続き 

登録の期間 

「かがやきネット」の流れ 


